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(57)【要約】
【課題】　タッチパネル操作における誤操作の防止及び
操作性の向上を図ると共に、従来の操作方法であるタッ
プやタッチ、ドラッグ、フリックといった操作のみなら
ず、ピンチインやピンチアウトといったマルチタッチ操
作も可能とする入力ペンを提供する。
【解決手段】　一対の導電性のアーム１２で構成される
ペン本体１４と、各アーム１２の一端１６同士を連結す
る連結部１８と、各アーム１２の他端２０に設けた導電
性弾性体から成るペン先２２とを含んで構成され、連結
部１８に、ペン先２２同士を離反する方向に付勢する付
勢手段２４を備えた。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の導電性のアームで構成されるペン本体と、
　各前記アームの一端同士を連結する連結部と、
　各前記アームの他端に設けた導電性弾性体から成るペン先と、
を含んで構成され、
　前記連結部に、前記ペン先同士を離反する方向に付勢する付勢手段を備えたことを特徴
とする入力ペン。
【請求項２】
　前記ペン先同士を近接させた状態で前記ペン本体を収納可能なペンケースを備えたこと
を特徴とする請求項１に記載の入力ペン。
【請求項３】
　前記ペンケースが導電性を有することを特徴とする請求項２に記載の入力ペン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タッチパネル用の入力ペンに関し、特に、マルチタッチ操作が可能な入力ペ
ンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、タッチパネルを搭載した携帯電話や携帯情報端末（ＰＤＡ）、これらを融合した
スマートフォン、モバイルＰＣ等が普及している。これら各種携帯機器には抵抗膜方式や
静電容量方式等のタッチパネルが採用されているが、中でも投影型静電容量方式のタッチ
パネルは高精度なマルチタッチ（２点以上の接触を同時に検知）操作が可能であることか
ら、急速に普及するスマートフォン等で主に採用されている。
【０００３】
　タッチパネルを搭載した各種携帯機器の操作は、タッチパネル上をスタイラスペンや指
を使って軽く叩く（クリック、タップ）、軽く２回叩く（ダブルクリック、ダブルタップ
）、長く触れる（タッチ）、触れたままなぞる（ドラッグ）、軽くはらう（フリック）、
等することによって行われる。更に、マルチタッチ操作が可能な静電容量方式のタッチパ
ネルであれば、２本の指をタッチパネルに同時に接触させた状態でこれら２本の指の間の
距離を広げる方向に動かすことによって、タッチパネルに表示されている文字や画像等を
拡大すること（ピンチアウト）ができる。またその反対に、２本の指をタッチパネルに同
時に接触させた状態でこれら２本の指の間の距離を狭める方向に動かすことによって、タ
ッチパネルに表示されている文字や画像等を縮小すること（ピンチイン）もできる。
【０００４】
　しかし、上記の各種携帯機器において、携帯性を向上する上では機器の小型化が避けら
れず、この小型化に伴ってタッチパネルのサイズも自ずと小さくなる。従って、小さいタ
ッチパネル上を指で操作する場合、余計な部分に指が接触することによる誤操作が度々発
生する。特に、静電容量方式のタッチパネルは爪で操作しても反応しないため、人工爪（
つけ爪）を付けた女性がタッチパネルを操作する際は指を寝かせて指の腹を使って操作す
ることとなるが、指の腹を使うことによってタッチパネルとの接触面積が大きくなるため
、更に誤操作を招くこととなる。
【０００５】
　そこで従来から、静電容量方式のタッチパネルの操作に適した入力ペンが種々開示され
ている（例えば、下記特許文献１から特許文献３参照。）。特許文献１には、導電性のペ
ン本体とペン先とを備え、当該ペン先が導電性ゴムで構成されていることを特徴とする静
電容量型座標入力パッド用入力ペンが開示されている。そして、当該構成によって、静電
容量型座標入力パッドに精度良く座標情報を入力できるようにすると共に、操作性の向上
を図っている。
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【０００６】
　また、特許文献２に開示された入力ペンは、先端チップを弾性体と弾性体に被着する導
電性ゴムにより構成し、且つ弾性体の硬度を導電性ゴムの硬度より低く設定することによ
り、入力操作の改善及び正確性の向上を図っている。
【０００７】
　更に特許文献３には、ペン先を強く接触させることなく円滑な操作を可能とするため、
ペン本体の先端部に導電性のペン先を支持させ、当該ペン先を導電性繊維で筆形に形成し
た静電容量型入力ペンが開示されている。
【０００８】
　以上のように、特許文献１から特許文献３に開示された種々の入力ペンによると、タッ
チパネルを指で直接操作する場合に比べて、誤操作の防止や操作性の向上が十分に期待で
きる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平１０－１６１７９５号公報
【特許文献２】特許第４１４２７７６号公報
【特許文献３】特開２０１０－３９６１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかし、特許文献１から特許文献３に開示された発明は何れも通常のペン型である。従
って、一般的なタッチパネルの操作、即ちタップやタッチ、ドラッグ、フリックといった
操作は可能であるが、ピンチインやピンチアウトといったマルチタッチ操作をすることが
できない。
【００１１】
　そこで本願発明者は、上記の問題点に鑑み、タッチパネル操作における誤操作の防止及
び操作性の向上を図ると共に、従来の操作方法であるタップやタッチ、ドラッグ、フリッ
クといった操作のみならず、ピンチインやピンチアウトといったマルチタッチ操作も可能
とする入力ペンを提供するべく鋭意検討を重ねた結果、本発明に至ったのである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　即ち、本発明の入力ペンは、一対の導電性のアームで構成されるペン本体と、各前記ア
ームの一端同士を連結する連結部と、各前記アームの他端に設けた導電性弾性体から成る
ペン先とを含んで構成され、前記連結部に、前記ペン先同士を離反する方向に付勢する付
勢手段を備えたことを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の入力ペンにおいて、前記ペン先同士を近接させた状態で前記ペン本体を
収納可能なペンケースを備えたことを特徴とする。
【００１４】
　更に、本発明の入力ペンにおいて、前記ペンケースが導電性を有することを特徴とする
。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の請求項１に係る入力ペンによると、ペン本体が一対の導電性のアームで構成さ
れ、各アームの他端に設けたペン先同士が離反する方向に付勢されているので、従来の入
力ペンと同様の操作のみならず、マルチタッチ操作も可能となる。
【００１６】
　つまり、ペン先同士を接触させた状態で使用すれば従来の入力ペンと同様の操作、即ち
タップやタッチ、ドラッグ、フリックといった操作が可能であり、指で操作する場合に比
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較して誤操作の防止や操作性の向上といった効果が得られる。
【００１７】
　そして、ペン先同士をタッチパネルに接触させた状態で離反させると、タッチパネルに
表示されている文字や画像等を拡大する操作、所謂ピンチアウトと同様の操作ができる。
その反対に、ペン先同士を予め離反させた状態でタッチパネルに接触させ、ペン先同士を
近接する方向に移動させると、タッチパネルに表示されている文字や画像等を縮小する操
作、所謂ピンチインと同様の操作ができる。
【００１８】
　また、本発明の請求項２に係る入力ペンによると、ペン本体をペンケースに収納するこ
とによって付勢手段によるペン先同士の離反を容易に規制することが可能となる。そして
、当該ペンケースにストラップを付けて各種携帯機器に吊り提げておくことによって、各
種携帯機器に本発明の入力ペンの収納場所を確保する必要が無く、入力ペンを使用したい
時にはペンケースから取り外すことによって直ぐに使用することが可能である。
【００１９】
　更に、本発明の請求項３に係る入力ペンによると、当該入力ペンを従来の入力ペンと同
様の操作のみに使用したい場合、即ちピンチインやピンチアウトといったマルチタッチ操
作が必要ないときには、ペンケースからペン本体を取り外すことなくペン型の入力ペンと
しても利用可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の入力ペンの一実施例を示す正面図である。
【図２】図１に示した入力ペンに係るペン先同士を近接させた状態を示す図であって、（
ａ）は左側面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）は右側面図、（ｄ）は平面図、（ｅ）は底面図
である。
【図３】（ａ）及び（ｂ）は図１に示した入力ペンの使用状態を示す説明図である。
【図４】図１に示した入力ペンをペンケースに収納した状態を示す説明図であって、（ａ
）はペン先側を収納した状態を示し、（ｂ）は連結部側を収納した状態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の入力ペンの実施形態を、図面に基づいて説明する。
【実施例】
【００２２】
　図１に示した本発明の一実施例に係る入力ペン１０は、少なくとも一対の導電性のアー
ム１２で構成されるペン本体１４と、各アーム１２の一端１６同士を連結する連結部１８
と、アーム１２の各々の他端２０に設けた導電性弾性体から成るペン先２２とを含んで構
成されている。そして、本実施例の入力ペン１０における連結部１８に、ペン先２２同士
を離反する方向に付勢する付勢手段２４を備えていることを特徴としている。
【００２３】
　ここで、まず一対のアームに関して、本実施例の入力ペン１０に係るアーム１２は、断
面形状がＵ字形状を成す金属材料で形成されているが、導電性を備えていれば形状や素材
、アームの内部構成等は特に限定されず、例えば樹脂に導電性フィラーを配合して成形し
たアーム等を適用することも可能である。
【００２４】
　また、ペン先２２に使用される導電性弾性体も特に限定されず、例えば特許文献１や特
許文献２に開示されているような、ゴムに導電性フィラーを混練して成形した導電性弾性
体等を適用することができる。
【００２５】
　更に、一対のアーム１２の一端１６同士は、ピン２５を回動軸として回動自在に連結さ
れ、連結部１８を構成している。なお、少なくとも一方のアーム１２の一端１６には、一
対のアーム１２を回動させた際、所定の位置で回動を規制し、ペン先２２同士を所定の開
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き幅で固定するためのストッパー（不図示）を設けておくことが好ましい。
【００２６】
　そして、この連結部１８には、ペン先２２同士を離反する方向に付勢するための付勢手
段２４を備えており、本実施例に係る付勢手段２４としては板バネを適用している。なお
、本発明における付勢手段はペン先２２同士を離反する方向に付勢することが可能であれ
ば、本実施例で示した板バネに何ら限定されるものではない。
【００２７】
　以上の構成から成る本実施例の入力ペン１０の使用方法であるが、図３（ａ）及び（ｂ
）に示すように、例えば、一方のアーム１２に親指、他方のアーム１２に人差し指を添え
て、この２本の指でペン本体１４を挟持する。そして、携帯機器３０のタッチパネル３２
に表示されている文字や画像等に対してタップやタッチ、ドラッグ、フリックといった操
作を行う場合は、一対のアーム１２を揃えた状態、即ちペン先２２を揃えた状態でタッチ
パネル３２を操作することとなる。
【００２８】
　そして、タッチパネル３２に表示されている文字や画像等を拡大したい場合は、まずペ
ン先２２同士を近接させ、タッチパネル３２に接触させた状態で離反させると、タッチパ
ネル３２に表示されている文字や画像を拡大する操作、所謂ピンチアウトと同様の操作が
できる。特に、このピンチアウトの操作を行う際、本実施例に係る連結部１８には付勢手
段２４を備えているので、ペン本体１４を挟持している２本の指の力を緩めることによっ
てペン先２２同士が離反する方向に付勢され、ピンチアウトの操作を容易に行い得る。
【００２９】
　その反対に、ペン先２２同士を予め離反させた状態でタッチパネル３２に接触させ、ペ
ン先２２同士を近接する方向に移動させると、タッチパネル３２に表示されている文字や
画像等を縮小する操作、所謂ピンチインと同様の操作ができる。
【００３０】
　以上のように、従来の入力ペンではピンチインやピンチアウトといったマルチタッチ操
作ができなかったが、本実施例の入力ペン１０によると、これらのマルチタッチ操作を容
易に行うことができる。
【００３１】
　以上、本発明の一実施例について詳述したが、本発明は上記の実施例に限定されるもの
ではない。本発明の他の実施例として、図４に示すように、入力ペン１０はペン先２２同
士を近接させた状態でペン本体１４を収納可能なペンケース２６を備えていることがより
好ましい。ペンケース２６を備えた本実施例の入力ペン１０によると、ペン本体１４をペ
ンケース２６に収納することによって付勢手段２４によるペン先２２同士の離反を容易に
規制することが可能となる。
【００３２】
　また、このペンケース２６にはストラップ２８を付けておくことが更に好ましい。スト
ラップ２８を付けておくことによって各種携帯機器に吊り提げておくことが可能となり、
各種携帯機器に本実施例の入力ペン１０の収納場所を確保する必要が無く、入力ペン１０
を使用したい時にはペンケース２６から取り外すことによって直ぐに使用することが可能
となる。
【００３３】
　また更に、本発明の他の実施例として、上記のペンケース２６が導電性を有することが
より好ましい。本実施例の入力ペン１０を従来の入力ペンと同様の操作のみに使用したい
場合、即ちピンチインやピンチアウトといったマルチタッチ操作が必要ないときには、ペ
ンケース２６が導電性を有することによって、図４（ｂ）に示すように、ペン先２２側が
突出するようにペンケース２６にペン本体１４を収納しておくと、ペンケース２６からペ
ン本体１４を取り外すことなくペン型の入力ペンとしても利用可能となる。なお、本実施
例に係るペンケース２６は導電性を有していれば素材自体は何ら限定されるものではなく
、金属製であってもよく、或いは樹脂に導電性フィラーを配合して成形したものであって
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【００３４】
　以上に例示した本発明の実施例に係る入力ペンは、本発明の技術的思想を実質的に限定
するものと解してはならない。例えば、本発明の実施例に係る入力ペン１０では、一対の
アーム１２が別々の部材で構成され、各アーム１２の一端１６同士がピン２５で連結され
ているが、一対のアーム１２を一の部材を屈曲させることによってペン本体を形成し、こ
の屈曲させた部分を連結部として構成することも可能である。
【００３５】
　また、本発明に係るアームやペン先、ペンケース等のデザインも図示した形状に限定さ
れず、更には当該アームやペンケースの表面に種々の装飾が施されてもよい。本発明はそ
の要旨を逸脱しない範囲で、当業者の創意と工夫により、適宜に改良、変更又は追加をし
ながら実施できる。
【符号の説明】
【００３６】
　１０：入力ペン
　１２：アーム
　１４：ペン本体
　１６：アームの一端
　１８：連結部
　２０：アームの他端
　２２：ペン先
　２４：付勢手段
　２５：ピン
　２６：ペンケース
　２８：ストラップ
　３０：携帯機器
　３２：タッチパネル



(7) JP 2012-256132 A 2012.12.27

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

